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A.中学校はフラットな立ち位置で検討

Q.
町
職
員
の
負
担
軽
減
は

A.
十
分
さ
れ
て
い
る

お お ぐ ち

大口司郎 議員
OGUCHI Shiro

Q. Q.
A.

ＰＦＡＳの不安の払拭は

必要な措置を講ずるく ま ざ わ

熊沢直紀 議員
KUMAZAWA Naoki

 し ろ うな お  き

スカイプールと
中学校のあり方は

　

新
聞
報
道
や
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー

ス
で
も
豊
山
配
水
場
の
Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｓ

は
報
道
さ
れ
て
お
り
、
住
民
の
不

安
は
募
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　

住
民
の
健
康
に
対
す
る
不
安
を

払
拭
す
る
の
は
、
町
長
の
重
大
な

役
割
で
あ
る
の
で
、
国
の
基
準
が

示
さ
れ
た
ら
的
確
か
つ
効
果
的
な

対
応
を
お
願
い
す
る
。

Q
町
長
は
、
い
つ
頃
Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｓ

問
題
を
知
っ
た
の
か
。

A
生
活
福
祉
部
長

令
和
３
年
３
月
の
豊
山
配
水

場
の
水
質
検
査
の
際
に
、
有
機
フ

ッ
素
化
合
物
が
厚
労
省
の
暫
定
目

標
値
を
超
え
て
検
出
さ
れ
、
企
業

団
か
ら
企
業
長
で
あ
る
町
長
に
報

告
さ
れ
た
と
き
で
あ
る
。

Q
豊
山
配
水
場
は
、
令
和
３
年

に
配
水
を
停
止
し
て
い
る
と

新
聞
で
は
報
道
さ
れ
て
い
る
が

「
危
険
」で
あ
る
か
ら
配
水
を
停
止

し
た
の
か
。

A
生
活
福
祉
部
長

厚
労
省
の
対
応
の
手
引
き
に

基
づ
い
て
、
豊
山
配
水
場
の
井
戸

水
の
汲
み
上
げ
を
停
止
し
た
。

Q
同
じ
く
Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｓ
が
検
出
さ

れ
た
各
務
原
市
の
対
応
と
し

て
、
浄
水
器
の
取
り
付
け
、
曝
気

槽
を
年
内
に
設
置
す
る
計
画
で
あ

る
と
の
こ
と
。
豊
山
町
に
お
い
て

は
、
ど
の
よ
う
な
対
策
を
講
ず
る

の
か
。

A
生
活
福
祉
部
長

現
在
汲
み
上
げ
を
停
止
し
て

い
る
豊
山
配
水
場
の
Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｓ
は

そ
の
後
、
暫
定
目
標
値
を
下
回
っ

て
い
る
。

　

国
が
新
た
に
基
準
や
調
査
方
法

を
提
示
し
た
際
に
は
、
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
。

Q
Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｓ
問
題
は
、
最
近
は

テ
レ
ビ
や
新
聞
の
報
道
が
先

行
し
町
か
ら
の
情
報
の
提
示
が
不

足
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　

原
因
の
究
明
と
健
康
へ
の
影

響
、
農
作
物
へ
の
残
留
な
ど
住
民

の
不
安
を
払
拭
す
る
計
画
は
あ
る

の
か
。

A
生
活
福
祉
部
長

町
は
現
状
を
お
知
ら
せ
す
る

た
め
、
広
報
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

情
報
を
掲
載
し
て
い
る
。
今
後
も
、

適
切
に
情
報
を
提
供
し
て
い
く
。

　

町
長
の
日
頃
か
ら
の
町
政
に
対

す
る
姿
勢
「
１
人
も
取
り
残
さ
な

い
」「
住
ん
で
良
か
っ
た
」
に
つ
い

て
は
、
町
の
職
員
に
も
当
て
は
ま

る
も
の
だ
と
確
信
す
る
。

　

現
在
、
町
に
は
洪
水
対
策
な
ど

大
型
で
喫
緊
の
問
題
が
多
数
あ
る

と
認
識
し
て
い
る
。

Q
現
在
、
愛
知
県
か
ら
派
遣
さ

れ
て
い
る
職
員
の
人
数
、
役

職
、
具
体
的
業
務
、
県
へ
の
負
担

額
は
。

A
総
務
部
長

県
か
ら
派
遣
さ
れ
て
い
る
職

員
は
、
理
事
、
参
事
、
教
育
参
事

の
３
人
。

　

公
共
交
通
、
空
港
を
活
用
し
た

地
域
振
興
、
防
災
拠
点
、
治
水
対

策
、
学
校
の
組
織
編
制
、
学
習
指

導
な
ど
に
関
す
る
業
務
で
あ
る
。

派
遣
職
員
３
人
の
愛
知
県
へ
の
負

担
額
は
約
1
9
6
5
万
円
。

Q
派
遣
職
員
の
具
体
的
な
事
務

と
そ
の
成
果
や
評
価
は
。

　

県
か
ら
の
派
遣
職
員
で
な
い
と

対
応
が
で
き
な
い
理
由
は
。

A
総
務
部
長

具
体
的
事
務
は
、
質
問
１
の

業
務
に
加
え
、
他
機
関
と
の
連
絡

調
整
で
あ
る
。
町
職
員
と
は
異
な

る
視
点
に
基
づ
く
、
助
言
や
示
唆

に
価
値
が
あ
る
。

Q
派
遣
職
員
で
な
け
れ
ば
、
対

応
が
で
き
な
い
重
要
な
事
案

に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の

か
。
町
の
職
員
の
負
担
は
軽
減
さ

れ
て
い
る
の
か
。

　

こ
の
状
況
は
、
重
要
な
事
案
を

解
決
で
き
る
ま
で
続
け
る
の
か
。

A
総
務
部
長

町
職
員
の
負
担
が
十
分
軽
減

さ
れ
て
い
る
。
町
職
員
の
ス
キ
ル

ア
ッ
プ
の
た
め
、
引
き
続
き
派
遣

を
お
願
い
す
る
。


